
告 示

�愛媛県告示第７１６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに新居浜市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ハローズ新居浜郷店

新居浜市郷５丁目５８番１ 外２４筆

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

株式会社ハローズ

福山市南蔵王町６丁目２６番７号

代表取締役 佐藤 利行

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社ハローズ

福山市南蔵王町６丁目２６番７号

代表取締役 佐藤 利行

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年１月３０日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

２，３９０平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

１２０台

イ 駐輪場の収容台数

７５台

ウ 荷さばき施設の面積

７２平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

４３．９立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。
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ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

２４時間

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

２４時間

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

５箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

２４時間

２ 届出年月日

平成２５年５月２９日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに新居浜市役所において告示の日から

１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第７１７号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 起業者の名称

社会福祉法人恩賜財団済生会

２ 事業の種類

社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院駐車場及び進入路整備工

事

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県松山市山西町地内

� 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県松山市山西町地内を起業地とする

「社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院駐車場及び進入路整備

工事」（以下、「本件事業」という。）である。

本件事業は、社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院（以下、

「済生会松山病院」という。）に係る事業であることから、土

地収用法第３条第２４号に掲げる「医療法（昭和２３年法律第２０５

号）による公的医療機関」に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

社会福祉法人恩賜財団済生会は、医療法による公的医療機関

の指定を受けており、本件事業に要する経費については、同法

人の支部組織として済生会松山病院を経営する社会福祉法人恩

賜財団済生会支部愛媛県済生会において、評議員会及び理事会

の承認を受け予算計上されていることから、同法人は、本件事

業を施行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

済生会松山病院は、松山西部地域の公的医療機関として、

医療供給体制強化のため病床を増床するとともに、医療スタ

ッフ及び医療設備の整備拡充を図ってきた。これに伴い、平

成７年度と平成２３年度の患者数を比較すると、入院患者は約

１２％、外来患者は約５２％増加し、救急患者も平成１２年度から

平成２３年度までの１０年間で約１．６倍に増加しているため、平

成２４年１１月には救急棟を増築して救命救急体制の充実を図っ

たところである。

しかし、救急棟の増築に伴い、北側駐車場のうち３９台分が

減少し、駐車可能台数が９４台となったことにより、駐車場が

ほぼ満車となる日が多くなり、進入路に接続している県道で

は駐車できない車が待機し、渋滞もしばしば起こり得る状況

となっている。

さらに、県道からの進入路が一つしかなく、一般車両と緊

急車両が同じ進入路を交錯して通行しなければならない状況

となっているため、北側駐車場の混雑時には、スムーズな救

急患者の受入態勢維持に懸念が生じかねない現況にあり、一

般車両が常時使用している現在の進入路とは別に、緊急車両

が救急棟へ最短で安全かつスムーズに通行できる進入路を早

急に確保する必要が生じている。

こうした現状に対応するため、車両を利用して来院する外

来患者等の利便性及び安全性を向上させ、また緊急車両が一

般車両の混雑を避けて救急患者搬送入口まで最短距離で進入

できるスペースを確保することを目的として、救急棟への進

入路及び駐車場を一体的に整備するものである。

本件事業の施行により、済生会松山病院の医療機能がさら

に充実し、松山西部地域の医療水準の向上及び地域に密着し

た医療供給体制の確立に寄与するものと認められる。

なお、本件事業の施行による生活環境等に及ぼす影響につ

いては、本件事業は環境影響評価法（平成９年法律第８１号）

等による環境影響評価の対象となるような大規模で環境へ大

きな影響を及ぼすおそれのある事業ではなく、緊急車両の通

行によるサイレン等の騒音についても、従来から起業者が細

心の注意を払い、消防署等関係機関と連携して周辺住民に対

して最大限に配慮していることから、周辺環境への影響は軽

微であると認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は

愛 媛 県 報平成２５年６月１４日 第２４７８号
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相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業地内には、起業者が保護のため特別の措置を講ず

べき動植物は見受けられない。

また、本件事業地を含む周辺地域一帯は文化財保護法（昭

和２５年法律第２１４号）による埋蔵文化財包蔵地に指定されて

いるが、本件事業施行に際しては関係法令を遵守し必要な届

出や試掘を実施するとともに、万一埋蔵文化財等が発掘され

た場合には監督官庁の指示に従い文化財の保護・保全に努め

ることとしている。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 代替案の検討

本件事業に係る起業地の選定に当たっては、自然的条件、

社会的条件及び経済的条件による３案の比較検討を行い、総

合的に最も優れた案を採用しているものと認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄

与するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の要件

を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

済生会松山病院への外来患者及び救急患者は増加傾向にあ

り、このままの状態が続けば駐車場及び進入路の混雑を原因

とする交通事故の発生や患者の受け入れに支障が生じかねな

い状況であることから、来院者や近隣住民の通行の安全確保

及び確実かつ迅速な救急医療体制を確立するための駐車場及

び進入路を早期に整備する必要があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの

と認められる。

イ 起業地の範囲の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の目的を達成す

るために必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲

は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめら

れていることから、合理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

松山市役所都市整備部用地課

�������
�愛媛県告示第７１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市萩生土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年６月１４日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市大島土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年６月１４日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 滿壽夫 新居浜市萩生４９１番地

〃 土 岐 博 章 新居浜市萩生２７２番地－２

〃 飯 尾 博 光 新居浜市萩生７１３番地－２

〃 鴨 田 順 一 新居浜市萩生７５２番地

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 土 岐 博 新居浜市萩生３０２番地－１

〃 土 岐 洋 次 新居浜市萩生２４９番地－３

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３番地－２

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５番地

〃 松 本 伸 造 新居浜市萩生８１９番地－１

監 事 鴨 田 通 新居浜市萩生６６６番地

〃 土 岐 和 美 新居浜市萩生２９５番地－２

〃 守 谷 肇 新居浜市萩生４７０番地－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 健 剛 新居浜市萩生４４８番地

〃 藤 田 平 夫 新居浜市萩生９４８番地

〃 守 谷 力 夫 新居浜市萩生４９５番地

〃 渡 辺 彰 新居浜市萩生４５３番地－２

〃 秋 山 晃 徳 新居浜市萩生７９３番地

〃 飯 尾 一 男 新居浜市萩生８２１番地－１

〃 藤 井 博 新居浜市萩生７８４番地－６

〃 菅 周 馬 新居浜市萩生３５４番地－５

〃 土 岐 若 水 新居浜市萩生２５０番地－１

〃 松 田 千鶴子 新居浜市萩生２５３番地－４

監 事 真 鍋 喜久雄 新居浜市萩生６８３番地

〃 守 谷 肇 新居浜市萩生４７０番地－１

〃 渡 邊 健 治 新居浜市萩生６３２番地－９

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 達 一 新居浜市大島２２９－１番地

〃 合 田 友 一 新居浜市大島５６５番地

〃 合 田 進 一 新居浜市大島５７０番地

〃 山 本 寛 新居浜市大島甲４６番地

〃 白 石 盛 美 新居浜市大島１３４番地

〃 内 山 隆 市 新居浜市大島１１７番地

〃 川 上 八重子 新居浜市大島２７６番地

〃 真 鍋 正 士 新居浜市大島４６０番地

愛 媛 県 報平成２５年６月１４日 第２４７８号
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退 任
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�愛媛県告示第７２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市金子土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２５年６月１４日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７２２号
保内町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（維

持管理）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の

規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２５年６月１４日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 保内町土地改良区 土地改良事業（維持管理）計画書の写し

� 保内町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

�愛媛県告示第７２１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 加 藤 良 一 新居浜市久保田町一丁目３番２６号

〃 永 井 純 司 新居浜市新田町一丁目１４番４号

〃 松 木 忠 夫 新居浜市江口町８番３１号

〃 横 山 毅 新居浜市一宮町一丁目７番３７号

〃 藤 田 孝 三 新居浜市高木町１０番２９号

〃 佐 野 敏 夫 新居浜市西の土居町二丁目１５番１８号

〃 片 山 和 彦 新居浜市久保田町三丁目８番２０号

〃 眞 鍋 武 司 新居浜市西の土居町二丁目４番１７号

〃 藤 田 憲 弘 新居浜市江口町１４番２１号

〃 加 藤 武 新居浜市河内町７番２１号

〃 宮 � 雄二郎 新居浜市滝の宮町４番３５号

監 事 飯 塚 信 也 新居浜市政枝町一丁目５番１号

〃 加 藤 明 新居浜市久保田町三丁目１１番４６号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 坂 本 茂 久 新居浜市滝の宮町４番１３号

〃 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

〃 永 井 多加茂 新居浜市北新町４番８号

〃 岩 佐 恒 男 新居浜市西の土居町二丁目４番２５号

〃 松 木 忠 夫 新居浜市江口町８番３１号

〃 藤 田 孝 三 新居浜市高木町１０番２９号

〃 藤 田 和 利 新居浜市河内町７番１０号

〃 永 井 純 司 新居浜市新田町一丁目１４番４号

〃 横 山 毅 新居浜市一宮町一丁目７番３７号

〃 加 藤 良 一 新居浜市久保田町一丁目３番２６号

〃 神 野 則 彦 新居浜市久保田町二丁目８番４４号

〃 佐 野 敏 夫 新居浜市西の土居町二丁目１５番１８号

監 事 河 野 哲 新居浜市久保田町二丁目７番７号

〃 飯 塚 信 也 新居浜市政枝町一丁目５番１号

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第５２７４号 平成２２年
６月９日 栄建設 川上 勝 松山市越智３－７－１７ 平成２５年

５月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１１９８７号 平成２２年
７月２２日 �佐々木建企 佐々木 隆 伊予市下吾川２０２５－５ 平成２５年

５月１３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第４２５９号 平成２３年
１０月２０日 松尾建設� 松尾 貞夫 松山市北吉田町３４５－１ 平成２５年

５月１５日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１５８００号 平成２２年
９月５日 フォンテ� 松岡 邦男 松山市下伊台町１３０９－１０

０
平成２５年
５月１７日 建築工事業 建設業の廃止

〃 後 藤 一 誠 新居浜市大島９１番地

監 事 小 山 清 新居浜市大島１１７－１番地

〃 小 西 国 夫 新居浜市大島２７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 達 一 新居浜市大島２２９－１番地

〃 合 田 友 一 新居浜市大島５６５番地

〃 合 田 進 一 新居浜市大島５７０番地

〃 山 本 寛 新居浜市大島甲４６番地

〃 近 藤 弘 新居浜市大島２３３－２番地

〃 川 上 八重子 新居浜市大島２７６番地

〃 真 鍋 正 士 新居浜市大島４６０番地

〃 白 石 盛 美 新居浜市大島１３４番地

〃 内 山 隆 市 新居浜市大島１１７番地

〃 後 藤 一 誠 新居浜市大島９１番地

監 事 小 山 清 新居浜市大島１１７－１番地

〃 小 西 国 夫 新居浜市大島２７１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 哲 彰 新居浜市政枝町一丁目１０番２号

愛 媛 県 報平成２５年６月１４日 第２４７８号

４７２
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平成２５年６月１４日から７月１２日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所本所

�愛媛県告示第７２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
喜多郡内子町内子３８４９番地先から

同町内子３５４６番まで

旧 ４．４～１９．８ ０．３３１

新 ６．２～２５．９ ０．３３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市松尾１９番７から

同市松尾１７番１７まで
平成２５年６月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
喜多郡内子町臼杵１４８５番３から

同町臼杵１４１１番１１まで
平成２５年６月１４日

〃 〃 喜多郡内子町臼杵１５３２番２ 〃

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 西予市立宇和病院 越 智 麻理絵 西予市宇和町卯之町一丁目２４６番地１ 平成

２５年６月１日

肢 体 不 自 由 内 科 中 山 ク リ ニ ッ ク 笹 田 幸 男 伊予市中山町出渕２番耕地２８番３ 平成
２５年６月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 医療法人住友別子病
院 末 丸 俊 二 新居浜市王子町３番１号 平成

２５年６月１日

愛 媛 県 報平成２５年６月１４日 第２４７８号

４７３
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�愛媛県告示第７２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓・ぼうこう又は直腸機能障
害

小 児 科 医療法人住友別子病
院 牧 野 景 新居浜市王子町３番１号 平成

２５年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 宇 和 島 病 院 松 坂 隆 範 宇和島市御殿町１番１号 平成
２５年６月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 泌 尿 器 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 多 田 靖 弘 今治市喜田村７丁目１番６号 平成

２５年６月１日

肢体不自由・心臓・ぼうこう又
は直腸機能障害 外 科 愛 媛 労 災 病 院 池 田 宜 孝 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

２５年６月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器機能
障害 循環器内科 愛 媛 労 災 病 院 大 宮 俊 秀 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成

２５年６月１日

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 循環器内科 愛 媛 労 災 病 院 石 口 博 智 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
２５年６月１日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 八 幡 隆 史 東温市志津川 平成
２５年６月１日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 上 甲 智 規 東温市志津川 平成
２５年６月１日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 佐 藤 恵里子 東温市志津川 平成
２５年６月１日

小腸・ぼうこう又は直腸機能障
害 外 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 山 田 耕 治 東温市志津川 平成
２５年６月１日

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓・小腸・肝臓機能障害 内 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 伊 藤 誠 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９番地１ 平成
２５年６月１日

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人愛寿会西条
愛寿会病院 井 上 博 文 西条市福武字蔵尾甲１５８番地１ 平成

２５年６月１日

肢 体 不 自 由 内 科 医療法人愛寿会西条
愛寿会病院 矢 野 守 西条市福武字蔵尾甲１５８番地１ 平成

２５年６月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

乃 万 有 希 西 予 市 立 野 村 病 院 西予市野村町野村９－５３ 西 予 市 立 宇 和 病 院 西予市宇和町卯之町一丁目２４
６番地１

平成２５年
４月１日

菊 池 明 夫 西予市国民健康保険高山診療
所 西予市明浜町高山甲３９５６番地 鬼北町国民健康保険愛治診療

所
北宇和郡鬼北町大字清水９７０
番地１

平成２５年
４月１日

大 熊 真 一 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 医 療 法 人 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３番１号 平成２５年
４月１日

恩 地 森 一 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 社会福祉法人恩賜財団済生会

今治病院 今治市喜田村７丁目１番６号 平成２５年
４月１日

友 澤 尚 文 愛 媛 労 災 病 院 新居浜市南小松原町１３番２７号 財 団 新 居 浜 病 院 新居浜市松原町１３番４７号 平成２５年
４月１日

東 浩 司 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成２５年

４月１日

小 幡 善 保 市 立 大 洲 病 院 大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０
番地 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成２５年

４月１日

岡 本 健太郎 愛 媛 県 立 新 居 浜 病 院 新居浜市本郷３丁目１番１号 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 平成２５年
４月１日

神 賀 代 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

扇 喜 真 紀 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

扇 喜 智 寛 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

田 中 伸 二 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

愛 媛 県 報平成２５年６月１４日 第２４７８号

４７４
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�愛媛県告示第７２８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年６月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

佐 藤 元 通 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

秋 田 聡 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

末 廣 和 長 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

谷 川 和 史 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

忽 那 辰 彦 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

曽我部 周 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

米 田 武 史 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

今 川 弘 社会医療法人石川記念会石川
病院 四国中央市上分７８８番地１ 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分７３２番地１ 平成２５年
４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 医療法人住友別子病
院 上 杉 忠 久 新居浜市王子町３番１号 平成

２５年３月３１日

視 覚 障 害 眼 科 医療法人住友別子病
院 西 田 雅 宏 新居浜市王子町３番１号 平成

２５年３月３１日

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 循環器内科 愛 媛 労 災 病 院 大 野 誠 新居浜市南小松原町１３番２７号 平成
２５年４月２５日

小腸・ぼうこう又は直腸機能障
害 外 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 亀 岡 一 裕 東温市志津川 平成
２５年４月３０日

肢体不自由・心臓・呼吸器・じ
ん臓・小腸・ぼうこう又は直腸
機能障害

外 科 社会医療法人同心会
西条中央病院 宮 内 勝 敏 西条市朔日市８０４ 平成

２５年５月１日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年５月３１日 特定非営利活動法人
ウィズキッズ 森 本 智 香 松山市湊町３丁目４番６号 この法人は、少子・高齢化対策の一助に資する

ため、主に、子どもや子どもを取り巻く大人を
対象として、子育て支援に関する講演会、ボラ
ンティア養成講座、また、さまざまな体験プロ
グラムなどの活動を通じて、得られる喜びや楽
しさを与え、子どもたちがもっている可能性を
引き出す子育ての実現を図り、子どもと大人が
一緒に楽しんで学べる場をつくり、子どもの健
全育成を支援することを目的とする。
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監査委員告示

選挙管理委員会告示

�愛媛県監査委員告示第１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成２５年６月１４日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

�愛媛県選挙管理委員会告示第４０号
平成２５年４月１４日執行の愛媛県議会議員伊予市選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとお

りである。

平成２５年６月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２５年４月１４日執行 愛媛県議会議員伊予市選挙区補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） ６，５６１，９００円

３ 報告書の要旨

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年６月３日 特定非営利活動法人
日本さくら交流協会 森 一 哉 松山市姫原３丁目７番４６号ライオ

ンズガーデン姫原１１１１号
この法人は、戦争やテロのない平和な社会を願
い、日本国内及び世界各国に桜等の苗木を贈る
事業や植樹事業を行うことによって公益に寄与
する事を目的とする。

包括外部監査人山邊彰三 の 監 査 の

事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

松 友 映 明 愛媛県松山市余戸東５丁目１７
番２４－２号

平成２５年６月１４日から
平成２６年３月３１日まで

小 林 祐 介 兵庫県川西市東畦野山手１丁
目２番２号

平成２５年６月１４日から
平成２６年３月３１日まで

上 甲 佳 苗 広島県広島市東区若草町１１番
２－５１６号

平成２５年６月１４日から
平成２６年３月３１日まで

山 本 奈 緒 愛媛県松山市古三津２丁目７
番１５号

平成２５年６月１４日から
平成２６年３月３１日まで

候 補 者 氏 名 大 西 誠 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成２５年３月１日から
期 間 第１回分

平成２５年４月１９日まで出納責任者氏名 大 西 誠

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ６７５，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ４５，０００

自由民主党愛媛県支部連合会 ２００，０００円 選挙事務所費 ４５，０００

集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ０

印刷費 ５１６，６００

広告費 ５００，６５０

文具費 ３６，９６３

食糧費 １７３，８９９

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 ２，０００，０００ 雑 費 ８，８２０

今 回 計 ２，２００，０００ 今 回 計 １，９５６，９３２

総 計 ２，２００，０００ 総 計 １，９５６，９３２

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ４８０，０００円
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公営企業告示

�������
�愛媛県公営企業告示第８号
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定によ

り、病院の業務に係る公金の収納の事務を次のとおり委託した。

平成２５年６月１４日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 委託した事務の範囲及び内容

�愛媛県公営企業告示第７号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年６月１４日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

計 ４８０，０００円

報告書受理年 月 日 平成２５年 ４ 月２６日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 水 口 輝 雄 所 属 党 派 無 所 属 平成２５年１月１６日から
期 間 第１回分

平成２５年４月７日まで出納責任者氏名 水 口 輝 雄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ６２，０００円

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ０

０円 選挙事務所費 ０

集合会場費 ０

通信費 ０

交通費 ０

印刷費 １，５５０

広告費 ２９，０００

文具費 １１，３３３

食糧費 ０

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０

その他の収入 １０９，１８３ 雑 費 ５，３００

今 回 計 １０９，１８３ 今 回 計 １０９，１８３

総 計 １０９，１８３ 総 計 １０９，１８３

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２５年 ４ 月１６日 第 １ 回 報 告 分

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

磁気共鳴断層撮影装置の購入（愛媛
県立今治病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年５月２９日

株式会社自治体病院共
済会
東京都千代田区紀尾井
町３番２７号（剛堂会館
内）

２０７，３７５，０００円 一般競争入札 平成２５年４月１６日
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愛媛県立中央病院の料金の収納の事務（平日の１７時から１９時、

土・日曜日及び祝日の８時３０分から１７時１５分、並びに二次救急当

番日における平日の１９時から翌日８時３０分及び土・日曜日及び祝

日の１７時１５分から翌日８時３０分）

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社 愛媛県松山市末広町７

番地

３ 委託期間

平成２５年５月４日から平成４５年３月３１日まで

平成２５年６月１４日 発行
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